
  

岡山県男性育児休業取得促進奨励金 

電子申請マニュアル（Ver. 1.1） 

 

岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局 
（岡山県中小企業団体中央会） 

 

https://www.dev.oka-ikuji.jp/


  

（はじめに） 

この度は、岡山県男性育児休業取得促進奨励金をご利用いただきまして、ありがとうございます。 

奨励金の申請は、特設サイトからの電子申請のみとなっております。申請をされる方は、本マニュアル

の各ステップをご参照いただき、お手続き下さい。 

また、申請をされる前に、申請要領、支給要綱等を必ずご確認下さいますようお願いいたします。 

 

 

申請要綱、支給要綱等は、トップページ中段「各種資料ダウンロード」にあります（該当クリック） 



  

＜ステップ１＞ 

 

 ①「申し込みの流れ」をチェック 

 

 

 

 ②WEB申請に必要な書類をダウンロードして記入（ダウンロードはこちらをクリック） 

 

申請に必要な様式（下記）をダウンロードして、事前にご準備下さい。 
※ 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書（様式第 1号） 

※ 誓約書（暴排条例法人用・個人用） 

※ 申請を取り下げる場合は、岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請取下げ書をご利用下さい（様式第４号） 



  

＜ステップ２＞ 

 

①WEB申請フォームから必須項目を入力（登録は事業主単位／支店・岡山工場等ではありません） 

 

 

 

 ※郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力 

 

②該当事項等を全て確認（画面スクロール）してチェックする 

 

半角入力 

半角入力 



  

＜ステップ３＞雇用環境整備に関する措置を選択する（２つ以上） 

 

 

 ※２つ以上選択（「実施あり」に☑）し、具体的な取組内容を項目ごとに記載して下さい。 

 

 

＜ステップ４＞添付書類をアップロード（事前に PDF等をご準備下さい） 

 

 ※必須項目は必ず添付して下さい。（必要に応じて任意でファイル追加） 

 ※「商業・法人登記」及び「県税集金の滞納がないことの証明書」は直近３カ月以内のものをご用意ください 

                                 

例）従業員に向け（全部署単位）の社内研修会の実施 

※アドバンス認定済企業は必須 → 

事務局から依頼がある

場合のみ添付 

添付ファイルはわかりやすい

ファイル名にして下さい。 

例）総務部内に相談窓口を設置（担当者周知） 

例）社内報による育児休業事例等を共有 

例）社内報や社内システム等での定期的な制度周知 



  

＜ステップ５＞銀行情報登録 

 

※振込先口座を確認できる書類は、通帳コピー（表紙・中表紙）、小切手帳（当座預金の場合）を 

アップロード（添付）して下さい。 

 

 

＜ステップ６＞申請者登録 

 

①個人情報取扱特記事項を最後まで確認し、同意後にチェックを入れて、「確認画面へ」をクリック 

 

 

半角入力 

全角入力 



  

②入力内容を確認（入力内容に不備がある場合は自動的に前画面に戻ります） 

 

 

 

③入力内容を確認し、修正がなければ「送信する」をクリック（修正の場合は「修正に戻る」） 

   ※修正する場合は、画面指示に従い修正事項を再入力して下さい。 

 

 



  

④WEB申請完了の確認画面が表示されます 

  ※この時点では、申請者登録が完了している状態です。奨励金の対象者申請は、マイページより 

対象者情報等を入力して下さい。（マイページの操作・入力は次ページ以降を参照） 

 
 

⑤WEB登録メールが届きます（登録したメールアドレスに自動で送信されます） 

  ※受信者のセキュリティー設定等により「迷惑メール」に振り分けられることがあります。 

   

 

 ※メール文中の内容はイメージです 



  

＜ステップ７＞マイページへログイン 

 

 

 事前に登録されたメールアドレスに送信された「確認コード（６桁）」を入力してログイン 

 （確認コードは毎回更新されます） 

 

 



  

＜ステップ８＞対象者登録 

 

①マイページ画面の確認 

 トップ画面から、申請法人名（個人名）と現在の状況が確認できます。 

 内容の確認は、法人名（個人名）、又は右側の「確認」をクリックすると内容が表示されます。 

※現在の状況が「申請済」（対象者の申請は次のステップ）となっているか確認 

※登録情報等の修正はできませんので、内容の修正を希望する場合は事務局へご連絡下さい。 

 

マイページのトップ画面が表示されたら、「対象者を入力する」をクリック 

 

②対象者の入力（その１／日付を入れます） 

 

更新日は自動登録されます

全角入力 

日付はカレンダーから選択 奨励金の支給申請日 
（様式第１号と同日） 



  

③対象者の入力（その２／取得者情報を入れます） 

 

 

対象者等の入力とファイル添付が完了したら、「登録」をクリック 

 

 

 

日付はカレンダーから選択 

タブ選択 

日数を入力 

ファイル添付 

該当箇所を選択 



  

④申請確認メールが届きます（登録したメールアドレスに自動で送信されます） 

この時点では、対象者登録が完了し、申請が仮受付された状態です。 
申請いただいた内容を事務局で確認し、申請内容に不備等がある場合は、追加資料のご提出や 
申請の差し戻しとなる場合がございます。 

各ステップで内容に間違いや不備等がないかご確認いただきながら、電子申請を進めてください。 

 

 

※メール文中の内容はイメージです 

 

※申請内容はマイページで随時確認できます。（追加申請はマイページから申請できます） 

 

受付状況は各ステータスで
変わります。 
審査が完了後「奨励金確定」
が表示されます 



  

＜参考資料等＞ 電子申請に必要な、必須資料等のイメージ画像集 

（就業規則など申請者単位で異なる資料等は任意書式・様式で構いません） 

 

○セミナー受講証明（参加者に配布）        ○おかやま子育て応援宣言登録証（岡山県交付） 

        

 

○アドバンス企業認定証 

 
 

 

 



  

○商業登記簿謄本 ※直近３カ月以内のもの      ○個人事業の開業届 

 

 

 

○岡山県税完納証明（納税証明書） ※直近３カ月以内のもの 

 



  

★特設サイトからの電子申請についてご注意いただく点 

 ①WEBサイトを閲覧するソフトウエア（ブラウザ）は最新版への更新を推奨します 

 ②自動送信されるメールが設定環境により「迷惑メール」等に振り分けられる場合があります。 

 ③ご担当者の変更などマイページ登録後の修正・変更等は事務局にお問い合わせ下さい。 

 ④２回目の申請は、マイページから申請します。（再度の登録は不要です） 

 ⑤ネット環境等で申請できない場合は、事務局までご相談下さい。 

 

（全体の流れ） 

 

 

 

 

 

 

※受付内容に不備等がある場合は、申請者に連絡した上で、資料の追加提出、再登録を 

お願いすることがございます。 

 

   受付内容を審査し、不備等がすべてクリアされたら奨励金の決定・給付となります。 

但し、決定・給付において最終確認がございますので予めご了承下さい。 

 

 

 

 

「お問い合わせ」 

岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局 

（岡山県中小企業団体中央会） 

TEL：086-224-2245㈹ 

＜受付時間･･･月～金 9:00～12:00・13:00～17:00／土･日･祝及は休業＞ 

E-mail  kosodate@okachu.or.jp 

HP で要綱等
確認 

応募フォーム 
から申請者登録 

事務局で受付
内容の審査 

マイページ 
から対象者登録 

支給決定！ 

mailto:kosodate@okachu.or.jp

